
令和５年度

自衛隊員の倫理の保持に関する状況及び

倫理の保持に関して講じた施策に関する報告

令和６年９月



自衛隊員倫理法（平成１１年法律第１３０号）第４条の規定に基づき、

自衛隊員の職務に係る倫理の保持に関する状況及び自衛隊員の職務に係る

倫理の保持に関して講じた施策について、国会に報告するものである。
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１ 各種報告書の提出件数

自衛隊員倫理法（平成１１年法律第１３０号。以下「倫理法」という。）は、国民の疑惑

や不信を招く行為の防止を図る観点から、隊員（倫理法第２条第１項に規定する自衛隊員を

いう。以下同じ。）に贈与等、株取引等及び所得等について報告することを義務付けている。

（１）贈与等報告書の提出件数

倫理法第６条第１項では、部員級以上の隊員（倫理法第２条第２項各号に掲げる隊員を

いう。）は、事業者等から贈与等を受けたとき等は、四半期ごとに、贈与等報告書を防衛

大臣（防衛装備庁の職員である隊員（自衛隊法（昭和２９年法律第１６５号）第３０条の

２第１項第６号に規定する幹部隊員及び自衛官を除く。以下単に「防衛装備庁の職員であ

る隊員」という。）にあっては、防衛装備庁長官）に提出しなければならないとされてい

る。倫理法第６条第３項の規定に基づき、その写しは自衛隊員倫理審査会（以下「倫理審

査会」という。）に送付され、当該報告書については、倫理法第１１条の規定に基づき、

倫理審査会が審査を行っている。また、倫理法第９条第２項の規定に基づき、贈与等によ

り受けた利益又は支払を受けた報酬の価額が１件につき２万円を超える部分については、

閲覧を請求することができる。

令和５年度分の贈与等報告書の提出総数は、１,６７４件であった。これらのうち、本

省審議官級以上の隊員（倫理法第２条第３項各号に掲げる隊員をいう。以下同じ。）に係

る報告書の件数は２３１件、また、閲覧を請求することができる報告書の件数は９８５件

である。

贈与等報告書の提出総数１,６７４件の内訳を見ると、金銭、物品等の供与関係が６２

２件（提出総数に占める割合３７.２％）、飲食の提供等関係が１４１件（同８.４％）、報

酬関係が９１１件（同５４.４％）となっている。本省審議官級以上の隊員に係る２３１

件の内訳を見ると、金銭、物品等の供与関係が１６２件（本省審議官級以上の隊員に係る

報告書の件数に占める割合７０.１％）、飲食の提供等関係が１８件（同７.８％）、報酬関

係が５１件（同２２.１％）となっている。

（２）株取引等報告書の提出件数

倫理法第７条第１項では、本省審議官級以上の隊員は、前年において行った株券等の取

得又は譲渡について、毎年、株取引等報告書を防衛大臣（防衛装備庁の職員である隊員に

あっては、防衛装備庁長官）に提出しなければならないとされており、同条第３項の規定

に基づき、その写しは倫理審査会に送付され、当該報告書については、倫理法第１１条の

規定に基づき、倫理審査会が審査を行っている。

令和５年分の株取引等報告書の提出件数は１４件であった。

（３）所得等報告書の提出件数

倫理法第８条第１項では、前年１年間を通じて本省審議官級以上の隊員であった者は、

毎年、所得等報告書を防衛大臣（防衛装備庁の職員である隊員にあっては、防衛装備庁長

官）に提出しなければならないとされており、同条第４項の規定に基づき、その写しは倫
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理審査会に送付され、当該報告書については、倫理法第１１条の規定に基づき、倫理審査

会が審査を行っている。

令和５年分の所得等報告書は、対象者全員から提出され、その件数は１１７件であった。

２ 倫理監督官への届出等の状況

（１）倫理監督官への届出件数

自衛隊員倫理規程（平成１２年政令第１７３号。以下「倫理規程」という。）第８条で

は、隊員が自己の飲食に要する費用について利害関係者の負担によらないで利害関係者と

共に飲食をする場合において、自己の飲食に要する費用が１万円を超えるときは、あらか

じめ、倫理監督官に届け出なければならないとされている。

令和５年度における倫理監督官への届出は１件であった。

（２）倫理監督官の承認の状況

倫理規程第９条第１項では、隊員が利害関係者からの依頼に応じて報酬を受けて講演等

をしようとする場合は、あらかじめ倫理監督官の承認を得なければならないとされている。

令和５年度における承認申請件数は５３７件であり、そのうち承認されたものは５３５

件であった。

３ 懲戒処分等の状況

自衛隊員倫理法令違反による処分等の状況

防衛大臣及び防衛装備庁長官は、自衛隊法第４６条第１項第３号の規定に基づき、隊員が

倫理法又は倫理法に基づく命令に違反する行為（以下「倫理法違反行為」という。）を行っ

た場合には、当該隊員に対し、懲戒処分をすることができる。

令和５年度中に倫理法違反行為に対して懲戒処分又は訓戒若しくは注意が行われた事案は

なかった。

４ 自衛隊員倫理法等の適正な運用の確保及び倫理感のかん養・保持等のための施策

（１）自衛隊員倫理審査会が行った施策

倫理審査会は、倫理法の規定により提出された贈与等報告書、株取引等報告書及び所得

等報告書について審査を行った。

（２）防衛省全体として行った施策

令和５年度に行われた次に掲げる研修において、隊員の倫理感のかん養・保持等のため

のカリキュラムの充実を図った。

ア 防衛省合同初任研修 （修了者数２０１名）

イ 防衛省合同初任研修（各機関等）（同５２６名）

ウ 令和５年度（第２回）内局研修（係員級）（同３５名）

エ 令和５年度（第３回）内局研修（係員級）（同４９名）

オ 令和５年度（第４回）内局研修（係員級）（同３７名）

カ 令和５年度（第２回）内局研修（係長級）（同４２名）
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キ 令和５年度（第３回）内局研修（係長級）（同４３名）

（３）部内の各機関が行った施策

部内の各機関において講じられた施策としては、次のものがある。

① 服務担当者会議、課長会議等の各種会議において、倫理法の周知徹底等の指示・指導

を行った。

② 研修における倫理講座の設定、充実等を行った。

③ 日常業務において、また、文書回覧、課内連絡会議等により、管理・監督の地位にあ

る隊員から部下隊員への指導を行った。

④ 管理・監督の地位にある隊員に対して、会議等における指示・指導を行った。


